
令和 5 年 1月 16 日 
江綿グループ 

 

マルタ布帛株式会社との資本業務提携のお知らせ 
  
1. 資本業務提携の目的  

当グループは、これまで５０年以上にわたり子ども・ベビー服の開発、企画、生産、販売を
行ってきた、マルタ布帛株式会社（大阪府大阪市 代表取締役 杉本敏彦 以下「マルタ布
帛」）の一部株式を取得し、資本業務提携をいたしました。 
マルタ布帛を新たにグループに迎え、当グループの繊維事業の強化、業績向上を図るとと

もに、これまで以上に顧客の皆様に求められる企業づくりに努めてまいります。 
 
2. 資本業務提携対象会社の概要  

社名 マルタ布帛株式会社 

代表者 代表取締役社長 杉本 敏彦 

本社 〒541-0059 

大阪府大阪市中央区博労町 4-4-11 

船場西 KIDビル５階 

設立 1958年 5 月 26 日 

資本金 10,000万円 

事業内容 子ども・ベビー服の開発、企画、生産、販売 

 

3. 江綿グループの対象企業の概要  

社名 株式会社イワイセンター 

代表者 代表取締役社長 山田 博文 

本社 〒541-0057 

大阪市中央区北久宝寺町 1-9-1 

セントピア大阪ビル 3階 

設立 1965年 5 月 14 日 

資本金 1,850 万円 

事業内容 子ども服等の繊維製品・各種雑貨の製造並びに販売、不動産賃貸業務 

 
4. 提携時期 

令和５年１月１３日 
以上 


